
開催概要

参加費
無料

セミナー内容

お申込みは
こちら

主 催：東京圏雇用労働相談センター／新宿区立高田馬場創業支援センター
協 力：日本政策金融公庫 新宿支店
日 時：11月22日（土）14:00～15:30
開催方法：ハイブリッド開催 ※会場参加／オンライン参加がお選びいただけます。
会 場：新宿区立高田馬場創業支援センター（新宿区高田馬場1丁目32ｰ10）
定 員：会場24名／オンライン100名
費 用：無料

【お申込み】 高田馬場創業支援センターHP 「イベント」からお申込みください
URL：https://incu.shinjuku-center.jp/2025/1025/8410

お問い合わせ

新宿区立高田馬場創業支援センター
東京都新宿区高田馬場1丁目32-10  
Web：https://incu.shinjuku-center.jp/ Mail：incu@shinjuku-center.jp

厚生労働省 東京圏雇用労働相談センター設置事業
(本事業は株式会社パソナが厚生労働省より受託・運営しています)

TEL.03-3205-3031

【新宿区立高田馬場創業支援センター共催】

講師：佐藤 省吾 氏 東京圏雇用労働相談センター相談員／弁護士
ことぶき法律事務所。中小企業の企業法務、顧問弁護士として使用者側の労務トラブルの相談、解決、
予防にも携わりながらも弁護士会等の公設相談にて労働者側の法律相談を担当しており、労使双方の立
場から労務事件に取り組む。労務分野では企業における安全配慮義務を巡る問題、パワハラ・セクハラ等の
ハラスメント対策等の労務コンプライアンスに関する講義講演、企業研修を全国各地で行っている。

スモールスタートの創業者が社内に人を増やしていく時、注意すべきことをすべて網羅できるセミナー。事業の成長には、しっか
りした社内体制の構築が不可欠です！ 創業期や小規模事業の「組織作り」「チーム作り」において、「知り合いだから」「学
生だから」などの理由で、明確な関係性をつくることを怠り、後から痛い目にあったという事例は少なくありません。最悪、事業
を続けることが困難になることもしばしばです。
事例を元に「何がダメなのか」「他の人はどうしているのか」「どのようなリスクがあるのか」などを解説。強い「組織作り」「チーム作
り」のヒントをご提供します。サービス、プロダクトの他に、強い会社をつくる差別化要因である「組織作り」「チーム作り」。
ぜひ本セミナーを参考に、事業にご活用ください。

＜コンテンツ＞
・なぜ「組織作り」「チーム作り」が大切なのか？
・「組織作り」「チーム作り」で失敗した事例
・最新の法改正などで気をつけておきたいポイント

事前申込制
オンライン開催

11月22日（土） 14:00~15:30

少人数規模の
事業主のための基本知識
～多様な人材の採用と労務管理を乗り切るために整備すること～



新宿区立高田馬場創業支援センター

•JR山手線 高田馬場駅 戸山口より徒歩2分
•西武新宿線 高田馬場駅より徒歩約3分
•東京メトロ東西線 高田馬場駅 徒歩約5分

東京都新宿区高田馬場１丁目３２−１０
（新宿消費生活センター分館 併設）

※駐車場・駐輪場はございませんので、ご来場の際は
なるべく公共交通機関をご利用ください。

セミナーではさまざまなご質問・ご相談を受け付けております！

募集、採用、内定の出し方、基本知識を知りたい
＜採用＞

採用期間・内定辞退を防ぐためにはどうすればいいの？

能力不足・勤務態度等に問題がある従業員への適切な対応や注意点を教えてほしい

相談事例 心配は
ない

確認
したい

□ □

試用期間・内定辞退を防ぐためにはどうすればいい？

報酬の設定の仕方、賃金の計算方法を教えてほしい

社会保険の得喪手続き・加入要件について知りたい

業務委託と雇用契約の違いについて知りたい

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

□ □

＜人材の定着＞
優秀な人材の定着で重要な事柄、労働条件の明示の仕方を教えてほしい □ □

オンライン採用、リファラル採用と離職防止のための方策ってどうすればいいの？ □ □

セミナーで皆さまからのご質問・ご相談を質疑応答にて受け付けております。
チェックリストもご活用いただき、疑問点、不安な点はぜひセミナーでご質問・ご相談ください。

東京圏雇用労働相談センター（セミナー以外のご相談）
TEL.03-3582-8354

 (営業時間)月～金 9:00～21:00 （休業日）土日祝、年末年始（12/29～1/3）

東京圏雇用労働相談センターとは？
東京圏雇用労働相談センターは東京圏の国家戦略特区において、ベンチャー企業やグローバル企業等の
労務管理をサポートし、雇用トラブルを未然に防ぐことを目的に、雇用契約書の作成や就業規則に
関する疑問点など、労働関係法令に精通した弁護士、社会保険労士が無料で相談対応します。
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